
休業対象

　「●」大

　「●」有

　「●」類似

キャバレー
（客の接待を伴わないものは除く。）

● ● ● × ×

ナイトクラブ
（客の接待を伴わないものは除く。）

● ● ● × ×

ダンスホール
（客の接待を伴わないものは除く。）

● ● ● × ×

スナック
（客の接待を伴わないものは除く。）

● ● ● × ×

バー
（客の接待を伴わないものは除く。）

● ● ● × ×

パブ
（客の接待を伴わないものは除く。）

● ● ● × ×

ダーツバー ● ● ● × ○ ガイドライン有

性風俗店 ● ● ● × ×

デリヘル ● ● ● × ×

カラオケボックス ● ● × ○ ガイドライン有

ライブハウス ● ● ● × ×

場外馬（車・舟）券場
（床面積合計1,000㎡超）

● ● ○ ○ 大阪府解除連動

● × × 5/31まで

屋外水泳場
（床面積1,000㎡超）

● ● ○ ○
大阪府解除連動
営業は夏

スポーツクラブ（屋内） ● ● × ○ ガイドライン有

ホットヨガ、ヨガスタジオ ● ● × ○ ガイドライン有

ゲームセンター
（床面積1,000㎡超）

● ○ ○ 大阪府解除連動

パチンコ屋
（床面積1,000㎡超）

● ● ○ ○ 大阪府解除連動

段階的休業要請解除の検討
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県の休業要請解除案
（「×」：要請継続　「○」：要請解除）
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